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1 学校の理念、教育目標

教 育 理 念 教 育 目 標

教育理念

本校は、人に寄り添い、生きることを支えるために、専門的知識及び技術を

習得するとともに、深い人間愛と高い人間性を涵養し、社会に貢献する理学

療法士・作業療法士を育てます。

上記教育理念は、２8 年度に制定された。

教育目標

（1）人の思いや痛み、苦しみや喜びを共感できる豊かな人間性の育成

（2）他職種と連携して自己の役割を果たせるコミュニケーション能力の育成

（3）人が抱える問題を理論的・創造的に解決できる能力の育成

（4）科学的根拠に基づいた確かな専門知識・技術の育成

（5）専門職として生涯にわたり学習し、研鑽し続ける意欲の育成

教育理念の改定とともに、教育目標もより具体的な学生像をイメージできる

ような目標に変更した。

行動目標（以下１～６は各々３つの下位行動目標から成る）

１．人を一個の人格を備えた生活者として捉えることができる

２．理学療法または作業療法を行うための評価と目標設定ができる

３．理学療法または作業療法の科学的知識・技術を医療の場で応用できる

４．理学療法または作業療法を保健・福祉、地域ケア及び教育領域に応用で

きる

５．理学療法士または作業療法士として必要な(倫理的)判断と行動ができる

６．自己の能力向上と専門性の発展のために行動できる

最終更新日付 平成 30 年 8 月 1 日 記載責任者 山田千鶴子



３

2 本年度の重点目標と達成計画

平成２９年度重点目標 達成計画・取組方法

28 年度に策定した人事評価制度を 29 年度は試行する。試行段階で、本

格実施に向けて必要があれば修正し、30 年度の完全実施に向けて、教職

員のヒアリングを行い、教職員それぞれの目標を吟味しながら、学院課題

の改善に取り組む。

29 年末に、本格運用に向けて修正し、30 年 1 月より次年度の各教職員の行

動目標を、責任者と検討する。

また２９年度内に評価を行い、各自に評価内容を通知する。

最終更新日付 平成 30 年８月 1 日 記載責任者 山田千鶴子
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3 評価項目別取組状況
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

中期事業計画の策定とともに教育理念・教育目標を具体的な

人材育成がイメージできるよう変更した。

今後は，カリキュラム内容との整合性や授業方法への反映な

どを課題とし，カリキュラムを改定していく。．

「理念」「教育目標」の改訂に続き，3

つの「ポリシー」を 29 年度当初に策定

した。

これらを具体化できるようカリキュ

ラムの改訂に着手する．平成 29 年度末

に検討の手始めとなるカリキュラム第 1

次案を策定した．。

最終更新日付 平成 30 年 5 月 20 日 記載責任者 帯刀隆之
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基準２ 学校運営

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

本学院は４４年にわたり円滑に運営されてきた。

役職や諸会議間の指示系統や意思決定の方法など

も整備されている。しかし、組織としての完成度に

はまだムラがあるように思われる。社会情勢や学生

のニーズが大きく変化し、専門学校の存在意義が鋭

く問われているとき、本学院の運営能力の完成度も

また問われざるをえない。

たとえば教育内容や方法を早急に変更する必要

が生じた場合、手続きが不必要に複雑で時間がかか

り過ぎて機会を失することもある。

教員の経営やコストへの理解も進めながら広報

や個人情報などの一元管理も行っていき社会や学

生のニーズに迅速にこたえられるよう、学校運営の

一層の効率化を進める必要がある。

各部署における事業の実施状況を検証し、運営上

の問題点を明らかにして改善の方策を立てる。また

各部署の責任者はそれらを運営会議に報告をする。

運営会議での重要決定事項と実施状況および予

定期間内に実行できなかった場合の理由とその対

策を公開する。

最終更新日付 平成 30 年 5 月 20 日 記載責任者 帯刀隆之
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基準３ 教育活動

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

教育理念を中期事業計画に沿って見直すとともに、

ポリシーについて、FD 活動等を通じて各教員に対す

る理解の徹底、意識改革を図る。

厚生労働省の指導要領を踏まえながらも、教育課程

編成委員会の意見、卒業生および就職先のアンケート

意見を吸収し、また社会情勢の変化および今後改訂が

予定されている厚生労働省の指導要領にも対応した

新教育課程の検討に着手する。

授業評価の結果について、学生および学外に対して

公表するとともに、授業改善のための参考とする。

中期事業計画に沿って教育理念の見直しを行うと

ともに具体的な実践目標として、中期事業計画を設定

し、それを実現していくしくみとして職員の人事評価

制度を本年度から本格的に実施することになった。

厚生労働省の現指導要領を踏まえ、教育課程編成委

員会の意見、卒業生および就職先のアンケート意見も

参考にした結果、国家試験対策委員会やＦＤ委員会の

活動を行うことで教育の質の向上に務める。教務委員

会における活動として、授業目標と成績評価を一貫性

のあるものに改善するとともに授業評価の結果を教

員に公表することで授業改善を図る。また今後改訂が

予定されている厚生労働省の指導要領にも対応した

当学院の新教育課程について各部門を中心に検討し

ていく。

理学療法士、作業療法士の教育は、厚生労働省の指

導要領によって最低基準が定められているが、本校で

は更にそれを上回る教育時間、教育内容を実施してお

り、質の高い教育を実施していると考える。

最終更新日付 平成 30 年５月 22 日 記載責任者 中村伴子
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基準４ 学修成果

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

就職率は例年 100％であることから、最終的な教育成

果は得られていると考える。優秀な人材の輩出を継続

するよう努力する。

資格取得については、国家試験の合格率を例年全国レ

ベルを上回ることを目標にしており、達成できている。

引き続き 100％を目指す。

本学は歴史も長く多くの卒業生を輩出していることか

ら、日本各地で卒業生が活躍している。このような卒

業生の臨床力を活用した、生涯教育のシステムを構築

することが課題と考える。

現場で働く多くの卒業生の経験を学内での教育に反映

させる機会をさらに増やせるよう検討する。
教員として学生指導の職についている卒業生も少なく

ない。

また、施設部門責任者として管理職についている者や、

理学療法士及び作業療法士協会あるいは都道府県士会

役員として活躍している卒業生も多い。

本学は、多くの学校が閉鎖する中、数少ない厚生労

働省が監督する長い歴史を有する専門学校である。そ

のため、初期のリハビリテーション医学関係の書物も

豊富で、学生の研鑽に役立っている。蔵書の数や、教

材として重要な人骨モデルの所有数は私学の内でも群

を抜いている。

最終更新日付 平成 30 年 6 月 14 日 記載責任者 林 弘康



９

基準５ 学生支援

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

就学進路相談は、キャリア支援室あるいは最終学年担任が

主に担っている。時に、病院と関係のある教員も仲介するこ

とはある。求人データは、紙媒体と PC で管理され、いつで

も検索することが可能である。

学生相談は通常各担任が担っているが、ハラスメントに関

する相談窓口を別に設けている。メンタル面での相談に応じ

るために学生相談室を設置し、臨床心理士の資格を持った相

談員（以下、カウンセラーと表記）が定期的に学生相談に応

じている。

学生の経済的側面に対する援助は公的な奨学金制度を紹

介している。奨学金制度をもつ施設も増えつつあり活用を促

している。

授業料については分納制度を設けるなどしている。また、

成績優秀者の学費減免制度も設けている。

学生の生活環境は、都内および近隣の住宅に関するパンフ

レットなどを常置し、学生への情報提供を行なっている。

定期健康診断の実施、および臨床実習施設の状況に応じて

必要な健康診断の実施、予防接種等を行なっている。

ボランティア活動に関する情報提供、サークルとし

てのボランティア活動なども行なっている。

学生求人の情報提供、相談は担任及び今年発足した

キャリア支援室が行なっている。

最近では、メンタル面、発達面の課題等による学生

相談室の利用者が増えている。相談員は、必要に応じ

て精神科の医療機関の紹介や連携等も行っている。

学生寮は、経営的理由から学院が所有・管理して

いない。

学生のアルバイトは夜間部学生に対して医療施

設、福祉施設他からの求人が多く、学業と並行して

仕事からも学習することは多い。

ボランティア活動は、福祉関係施設等障害児者と

関わる機会も多い。

学生の問題（精神面、経済面、家族関係等）によ

っては、保護者とも連絡を取り合い、３者で解決を

図っている。

最終更新日付 平成 30 年 7 月 1 日 記載責任者 和島 英明
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基準６ 教育環境

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

施設・設備については厚生労働省の養成校につい

ての指定規則において必要な施設基準、備品が明確

に定められており当学院は監査においても満たさ

れていると評価されている。但し、経年変化につい

てそのチェックが不十分であることと，指定規則の

変更に伴う不足設備、備品の計画的な購入チェック

を行っていくことが必要と思われる。

学外実習、インターンについては、厚生労働省で

定められた基準にもとづいて実施している。各学科

ともに充分な時間数を確保している。またインター

ンにおいては実習指導者との会議を年一回持つこ

とと、実習期間中に１回以上の実習地の訪問を行っ

ており、実習指導者との面談、学生との面談を行っ

ている。これにより何か問題が起きたときに早期の

対応ができている。

海外研修は行っていない。

増加する図書の保管スペースに限界があり、対策

の必要性が生じてきている。

校舎外周 7箇所及び校内２箇所に防犯カメラを設

置するほか、消防設備、電気設備、空気環境など、

定期的な調査・メンテナンスを行い、保守・安全の

維持向上に務めている。また平成 27 年度より、年 1

回学生・職員の避難訓練を実施している。

更新や修理が必要な備品・図書のチェックを、教

材備品委員会を中心に行っていく。

図書の在庫調整・管理について対策を講じていく。

必要に応じて回数に制限なく実習地に出向く態勢

をとっている。

最終更新日付 平成 30 年 6 月 18 日 記載責任者 河野達哉
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基準７ 学生の募集と受入れ

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

学生募集にあたっては、募集要項に学科定員、修

業年限、教育内容、学費を明示し、願書受け付け、

入学試験など、時期を厳守して適切に行っている。

当校の学院案内には教育理念や入学後の学科毎

の学習の流れ、イベントやサークルの紹介、就職実

績が盛り込まれている他、学校の雰囲気を伝える内

容となっている。また、学院ホームページにおいて

も同様の情報を掲載している。

学生募集に係る広報活動においては、適切な時期

に募集要項を配布し、また前年度の入試倍率、国家

試験合格率、就職（求人）状況などを掲載した資料

を添付している。

また学校説明会や学科毎の夜間時間帯で説明会

を複数回実施するほか、個別の学校見学なども随時

実施している。また協力施設と連携し、職場見学会

を行っている。

入学選考は明確な規準を設け、適性かつ公平に行

なわれている

夜間部の養成校としての創立以来、「働きながら学

ぶ」学生を支援するため、学納金は可能な限り安く

設定している。適切な時期に募集要項を作成し、学

校説明会などを実施している。また電話や個別の学

校見学なども随時実施しており、学生募集に関する

情報提供は適切に実施していると考えているが、応

募者は減少傾向にあるので、今後は積極的な広報活

動が必要と思われる。

学生募集に対しては、少子化を視野に入れて学生募

集の高校ｶﾞｲﾀﾞﾝｽを強力に推進する。

さらに、夜間部に対する受験者が減少しているの

で、介護施設従事者や大学卒業後にキャリアアップ

を目指す方などへ夜間部の良さのアピールを確実

に行い、現状の把握をしながら、受験者の増加を確

実に進める。

夜間部の持つ特徴（安い学費・働きながら資格取得

を目指す・その他）は、昼間部とは異なる特色であ

り、医療機関等で昼間就業するためのアルバイト等

も紹介しており、学業と実務の密接なつながりも得

られやすい。

最終更新日付 平成 29 年 8 月 1 日 記載責任者 遠藤 敏
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基準８ 財 務

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

１。財政基盤の安定性

本校の収入はそのほとんどを学納金収入による。平

成 28 年度は入学金の減額による一時的な収入減とな

ったが、次年度以降は解消していくと考えている。今

後とも安定した学生定員の確保に努める必要がある。

２。予算・収支計画

次年度予算編成に当たって、理事長等の指導の下、

無駄のない経常費用を確保しつつ、将来見込まれる大

規模な支出計画を策定し、それに基づいた特定資産の

引当を行っている。

３。会計監査

適切な監査を行うために、公認会計士（監査法人）に

よる監査、および監事による監査を受けている。４。

財政情報の公開

法律に準拠した公開を行っている。

１。財務基盤

新入生の確保を安定させ、継続的に収支差を確保す

ることが課題である。

そのためには、広報活動に力を入れる他、教育内容、

就職実績、学生サービスや設備の充実を図り、定員を

満たしていない学科の応募者対策を検討、実施する。

２。予算・収支計画

人件費の適正化の検証や経常費用の削減努力を継続

的に行う必要がある。

将来見込まれる大規模な支出計画のスケジュール、

必要額を具体的に策定していく必要がある。

３。会計監査

なし

４。財務情報公開

なし

平成 31 年度の学校法人化に向けて、学校法人会計

に準拠した経理業務体制の準備が必要である。

最終更新日付 平成 30 年 5 月 1 日 記載責任者 清水 茂
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基準９ 法令等の遵守

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

文科省の専修学校設置基準や厚労省の理学療法

士・作業療法士養成施設指定規則などの関連法規に

伴う変更事項が生じた場合の申請、届出など、法令

を遵守し、適正な運営がなされるよう努めている。

ただし平成28年度については申請業務の一部に

不適切な事例が発生した。

法人及び学校運営を通して取り扱う個人情報保

護のため、委員会を設置して適切な対策を講じるよ

う努めている。

法令や設置基準、また個人情報への理解・重要性

の認識については、学生・教職員ともさらに深めて

いく必要があると思われる。

ハラスメントに関する窓口の他、様々な要望を受

け付ける窓口を設けている。また、ハラスメントや

法令遵守に関する教育をカリキュラムに含めてい

る。またハラスメント対策委員会では、外部委員と

して弁護士を起用して適切な法的アドバイスがも

らえるようにいている。

学校評価の項目は学則に記載され、自己評価は毎

年行っている。自己評価委員会が自己評価報告書を

作成し、報告書にまとめており、報告書の大項目を、

ホームページ上で公開している。また今年度、第三

者評価も実施し、特に大きな問題なく、全ての項目

で評価をいただいている。その結果書もホームペー

ジで情報公開している。

ハラスメント対策やコンプライアンス及び個人

情報保護に関しては、研修等で教職員の理解を一層

深める必要があると思われる。

平成 30 年度より、学生への連絡網の整備と個人

情報保護を兼ねて、一斉メールシステムの運用を開

始する予定である。

最終更新日付 平成 30 年 5 月 1 日 記載責任者 清水 茂



１４

基準１０ 社会貢献・地域貢献

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

社会貢献としては、地域団体や自治体などが施設

利用を行えるような体制をとっている。

特に地域自治体介護福祉課と連携し事業を行っ

ている。その際の施設貸し出しも行っている。

施設は一般団体へも貸し出しが行えるようにし

地域貢献の一つとしている。

28年度より自治体の委託を受けた事業も開始し

た。

社会問題への取り組みに関しては掲示での情報

提供にとどまっているが、今後障害者関連の社会

問題については情報提供とともに必要に応じて、

学生と教員がともに取り組むことができるよう

な体制を考えていく必要があると思われる。

ボランティア活動については、学生の自主的な取

り組みとサークルでの取り組み、学院としての取

り組みがあり、いずれも教員がその活動内容等に

関しては把握している。

現在教育機関に地域連携、社会貢献が求められて

いることから、さらに検討と必要に応じての取り

組みを行っていく必要があると思われる。

社会貢献・地域貢献の活動内容とボリュームに関し

ては、教育活動とのバランスに留意しながら今後も

推進していく。

卒業生からの学生ボランティア依頼もあり、その通

知・参加は積極的に支援している。

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを踏ま

えて、ボランティア活動の内容等を考えていく。

最終更新日付 平成 30 年 6 月 14 日 記載責任者 林 弘康



１５

4 平成２９年度重点目標達成についての自己評価

平成２９年度重点目標 達成状況 今後の課題

平成２９年度の重点目標は、

１．２９年度は中期事業計画に基づいて策定し

た、教職員の人事評価制度を試行し、より効果

的で、効率的な学院運営を目指す。

２．組織の目標を明確にしたので、個人の目標と

組織の目標と整合させて、各自職務を果たし、

それを評価する人事考課制度を試行する。組織

における各自の職責と目標を明確にすること

で、効率的かつ合理的な学校運営を目指す。

３．理学療法・作業療法士養成校の使命と考える

卒業生の国家試験合格率の 100％を目指すた

めに昨年設置した、国家試験対策特別委員会に

より、教育内容や国家試験指導体制を見直し、

国家試験合格のための課題と対策を明確にす

る。

４．夜間部、特に作業療法学科の受験生を確保す

るために、高校生の AO 入試を実施する。

５．中期事業計画に書かれてある、「社医学メソ

ッド」の構築をめざし、社会のニードや、在校

生の資質に合わせた教育内容、教育方法を検討

する。

１．２８年度に作製した評価シートに基づいて２９

年度に試行し、３０年度からの完全実施を目指

して、年度末に評価の項目や評価シート等の見

直しを行った。

２．国家試験合格率は、教員の努力にもかかわらず、

100％を達成していない。

しかしながら、国家試験対策特別委員会による

現状分析や個別指導対象者の抽出など、具体的、

効率的な対策がとれるようになってきた。

３．作業療法学科の受験生確保の対策として、高校

生の AO 入試を実施したが、それだけでは定員

を満たすまでには至らなかった。

４．昨年度実施した音楽座のコミュニケーション能

力促進授業を、今年度も実施したが、それ以外

の具体的な予定はない。

１．評価項目や、評価シートは作製したが、評価者

と被評価者の調整がまだ不十分で、評価者各自の

役割の一層の理解が必要である。

２．国家試験対策においては、まだ十分にＰＤＣＡ

サイクルが機能していない。

３．作業療法士の求人数の多さをアピールするとと

もに、経済的な理由で進学をあきらめる高校生や、

高校の進路指導担当者などに、奨学金等の経済的

支援を受けられることをアピールしていく。４．

２９年度中に出される予定の新指定規則に準拠し

たカリキュラムの検討とともに、社医学メソッド

も構築していく。


